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（
金
融
庁
長
官
へ
委
任
さ
れ
る
権
限
か
ら
除
か
れ
る
権
限
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第
九
条 

法
第
九
条
の
四
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
法
第
九
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
権
限
の
う
ち
保
険
業
法
第
三
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に

掲
げ
る
処
分
に
係
る
も
の
と
す
る
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九
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の
四
に
規
定
す
る
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で
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も
の
は
、
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第
九
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の
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に
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る
権
限
の
う
ち
保
険
業
法
第
三
百
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に

掲
げ
る
処
分
に
係
る
も
の
と
す
る
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